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（請願の趣旨） 

現在、青森市では、０歳から 18歳までの身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度

難聴児に対し、青森市軽度中等度難聴児補聴器購入費等助成事業が実施されている。この事業

は、難聴児にとって言語習得やコミュニケーション能力の形成、学習環境の確保などに大きな

役割を果たしており、成長過程において重要な支援となっている。 

しかし、18歳を超えると同事業による支援は終了し、補聴器購入費用は原則自己負担となる。

一方で、軽度・中等度難聴者は、進学、就労、子育て、社会参加など様々な場面で困難を抱えて

いても、身体障害者手帳の交付対象外となることが多く、公的支援を受けられない現状がある。 

補聴器は単なる医療機器ではなく、聞こえを補うことで周囲とのコミュニケーションを可能

にし、安心して学び、働き、人とつながりながら生活していくために必要不可欠な支援機器で

ある。しかし、補聴器は両耳分で数十万円に及ぶ場合もあり、さらに数年ごとの更新が必要と

なることから、継続的な経済負担が大きな課題となっている。 

現在、全国では 18歳以上の軽度・中等度難聴者を対象とした補聴器購入費助成制度を導入す

る自治体が徐々に広がっている。青森市においても、令和８年７月から 65歳以上の軽度・中等

度難聴者を対象とした補聴器購入費助成制度の開始が予定されている。高齢者への補聴器購入

費助成は、認知症予防の観点からも大変重要である。 

また、近年の研究では、特に 45 歳から 64 歳の中年期の難聴が、将来的な認知症リスクと関

連することも指摘されている。最新のランセット認知症予防・介入・ケア国際委員会の報告（2024

年）では、中年期の難聴は認知症の主要な予防可能リスクの一つとされている。 

そして、補聴器の使用は、コミュニケーション支援や社会参加の促進につながる可能性が示

されており、就労継続や地域社会への参加にも寄与することが期待されている。 

青森市の 18～64 歳人口は約 13 万 5000 人であり、一般的な推計ではその約 10％に当たる約

１万 3500 人が軽度・中等度難聴に該当すると考えられる。そのうち補聴器装用率を約 15％と

仮定し、さらに補聴器の更新期間を５年程度として試算した場合、年間利用者は約 400人程度、

１人当たり３万円の助成を行った場合の年間予算は約 1200万円程度と見込まれる。 

一方で、難聴対策や補聴器購入支援は、認知症予防や将来的な医療・介護費抑制にもつなが

る可能性がある。研究結果を参考にした試算では、補聴器介入による認知機能低下抑制効果に

より、将来的に年間数億円規模の社会的費用抑制効果が期待される可能性も示されている。 

今回の活動を通じて、難聴当事者や家族から、「18歳を超えた途端に補聴器購入が全額自己負

担となり不安を感じている」「数デシベルの差で身体障害者手帳の交付対象外となり必要な支援



を受けられない」「補聴器はぜいたく品ではなく、日常生活や社会参加のために必要不可欠な支

援機器である」といった切実な声が多数寄せられた。また、本活動には 100 名を超える賛同署

名が寄せられており、本請願には、その署名簿を添付している。 

年齢や身体障害者手帳の有無によって支援が途切れることのない、切れ目のない支援体制の

整備が必要であると考える。 

以上の趣旨から、下記の事項について請願する。 

 

（請願事項） 

青森市において、18歳以上の軽度・中等度難聴者（身体障害者手帳の交付対象外）を対象と

した補聴器購入費助成制度を創設すること。 
























